
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

●投資規模10億円以上が対象 

●補助上限50億円 

●予算額は総額3,000億円 

 

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化などの大規模成長投資補助金 

-Point- 

1次公募締切： 

4/30（火） 

中堅・中小成長投資補助金 

2024年 

3月号 
中小企業支援制度の最新情報が分かるニュースレター 

ペ ン デ ル 税 理 士 法 人 
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 詳しくは…経済産業省「中堅・中小成長投資補助金 特設ページ」 

 活用イメージ 

●工場や倉庫、販売拠点などの新設や増築  

●最先端の機械や省力化できる設備の購入 

●ソフトウェアの購入や情報システムの構築 

補助上限額・補助率 

 補助要件 

●投資額10億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経費分）が対象 

●補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員など1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が、事業

実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上 

※補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求められる 

●補助上限額：50億円 ●補助率：1/3 ●補助対象者：中堅・中小企業 

●2カ月に1度程度（2026年度末まで15回程度）の頻度で公募 

●予算額は6,000億円、採択予定件数は12万件 

カタログから選んで導入すれば補助金もらえる 
-Point- 

2カ月に1度 
程度の頻度で公募 

中小企業省力化投資補助金 2 

 補助上限額・補助率 

 省力化投資補助金 

従業員数5名以下 従業員数6～20名 従業員数21名以上 

補助上限額 200万円（300万円） 500万円（750万円） 1,000万円（1,500万円） 

補助率 1/2 

※賃上げ要件を達成した場合、（）内の値に補助上限額を引き上げ 

 応募の流れ 

 詳しくは…中小機構「中小企業省力化投資補助金ホームページ」 
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●IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択・導入 

 補助対象経費 

●建物費（拠点新設・増築など）、機械装置費（器具・備品費含む）、ソフトウェア費、外注費、専門家経費 

 

https://seichotoushi-hojo.jp/
https://shoryokuka.smrj.go.jp/
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新たに正社員転換制度

導入に取り組むと 

加算措置20万円 

●｢キャリアアップ助成金」とは、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ

を促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成

金を支給する制度 

●｢正社員化コース｣とは、有期雇用労働者などを正規雇用労働者へ転換などをした

場合に助成金を支給 

2023年11月から拡充・新設され助成額アップ 

キャリアアップ助成金「正社員化コース」 3 

※ご注意：補助金・助成金は審査があります。条件に合致することのほか、事業計画を基に審査が行われ、不採択にな
る場合もあります。また事業の着手は採択・交付決定の後に行うなど、補助金によって条件が異なります。 

ペンデル税理士法人 TEL：03-5990-5910 FAX：03-5990-5909 WEB: https://www.pendel.jp/ 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館6F 
我々は中小企業の経営上の課題に対し専門性の高い支援を行える国から認定された「経営革新等支援機関」です 

 
簡単な質問に回答するだけ！全12種類の補助金などの診断書が作成されます。

作成申込はこちら…https://bit.ly/3ZatI7a 

簡 易 診 断 を 
してみませんか？ 

 拡充内容 

＜1 助成金（1人当たり）の見直し＞ 

支給対象期間が「6カ月」から「12カ月」に拡充。拡充に伴い、6カ月あたりの助成額が見直しに 

企業規模 2023/11/28まで 拡充 

中小企業 57万円 80万円 

※拡充後は2期（12カ月）で80万円助成（1期あたり40万円） ※有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場

合は上記の半額 ※1人目の正社員転換時には、3または4の加算措置あり 

＜2 対象となる有期雇用労働者の要件緩和＞ 

対象となる有期雇用労働者の雇用期間が「6カ月以上3年以内」から「6カ月以上」に緩和 

対象となる有期雇用労働者の 

雇用期間 

2023/11/28まで 拡充 

6カ月以上3年以内 6カ月以上 

※有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額 

＜3 正社員転換制度の規定に関する加算措置＞ 

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が新設 

正社員転換制度を新たに規定し、

当該雇用区分に転換などした場合 

※1事業所当たり加算額 

（1事業所当たり1回のみ） 

新設 

20万円 

※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算 

＜4 多様な正社員制度規定に関する加算措置＞ 

多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）制度規定に関する加算額が増額 

「勤務地限定・職務限定・短時 

間正社員」制度を新たに規定し、 

当該雇用区分に転換などした場合 

※1事業所当たり加算額 

（1事業所当たり1回のみ）  

2023/11/28まで 拡充 

9.5万円 

40万円 

※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算 

 

1人目の転換時に 1 と合わせて 100万円助成 

1人目の転換時に 

1 と合わせて 120万円助成 

●キャリアアップ助成金を利用するには、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局へ提出する

ことが必要 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
https://www.pendel.jp/

